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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表面のナノトポグラフィを決定する工程と、
　第２の表面に関する所望の形状特性を決定する工程と、
　滴下パターンを生成するために、前記第１の表面の前記ナノトポグラフィおよび前記第
２の表面に関する前記所望の形状特性を評価する工程と、
　前記滴下パターンに従って、テンプレートと前記第１の表面との間に重合可能物質を堆
積する工程と、
　前記重合可能物質に前記テンプレートを接触させる工程と、
　前記重合可能物質を固化させる工程と、
　前記所望の形状特性を有する前記第２の表面を形成するために、前記重合可能物質をエ
ッチングする工程と、
から構成されることを特徴とする、インプリント・リソグラフィ・システムを使用して所
望の形状特性を有する表面を形成する方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの寄生効果を決定し、前記寄生効果を補正するために前記滴下パターン
を調整する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記寄生効果は前記重合可能物質の蒸発であることを特徴とする請求項２に記載の方法
。
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【請求項４】
　前記寄生効果はパターン密度のばらつきであることを特徴とする請求項２または３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記寄生効果はエッチングの不均一性であることを特徴とする請求項２乃至４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記寄生効果はポリシングの不均一性であることを特徴とする請求項２乃至５のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記寄生効果は体積収縮であることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項８】
　前記所望の形状特性を有する前記第２の表面を形成するために、前記重合可能物質をエ
ッチングする工程は、前記第１の表面のナノトポグラフィおよびラフネスを修正すること
を特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２の表面の前記所望の形状特性は、平坦であることを特徴とする請求項１乃至８
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の表面の前記所望の形状特性は平坦でないことを特徴とする請求項１乃至８の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記滴下パターンに従って、テンプレートと前記第１の表面との間に重合可能物質を堆
積する工程は、
　第１のエッチ速度を有する第１の重合可能物質を堆積し、第２のエッチ速度を有する第
２の重合可能物質を堆積する工程と、
　前記第１のエッチ速度および前記第２のエッチ速度を補正するために、前記滴下パター
ンを調整する工程と
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のエッチ速度および前記第２のエッチ速度は異なることを特徴とする請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記滴下パターンを生成するために、前記第１の表面の前記ナノトポグラフィおよび前
記第２の表面に関する前記所望の形状特性を評価する工程は、
　高さ補正マップを生成するために、前記第１の表面の前記ナノトポグラフィと前記第２
の表面に関する前記所望の形状特性との間の差異を評価する工程と、
　前記高さ補正マップに基づいて密度マップを生成する工程と、
　前記滴下パターンを決定するために前記密度マップを使用する工程と
をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　表面のナノトポグラフィを決定する工程と、
　所望のナノトポグラフィと比較して前記表面の前記ナノトポグラフィとの間の高さ補正
を決定するために、前記表面の前記ナノトポグラフィを評価する工程と、
　前記所望のナノトポグラフィと比較して前記表面の前記ナノトポグラフィとの間の前記
高さ補正に基づいて密度マップを生成する工程と、
　前記密度マップに基づいて滴下パターンを決定する工程と、
　前記滴下パターンに従って、インプリント・リソグラフィ・テンプレートと前記表面と
の間に重合可能物質を堆積する工程と、



(3) JP 5349588 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

　前記重合可能物質に前記テンプレートを接触させる工程と、
　前記重合可能物質を固化させる工程と、
　前記所望のナノトポグラフィを有する前記表面を形成するために、前記重合可能物質を
エッチングする工程と
を含むことを特徴とする、インプリント・リソグラフィ・システムを使用して所望のナノ
トポグラフィを有する表面を形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、引用により本明細書に取り込まれている２００８年６月９日に出願した、米
国特許仮出願番号第６１／０６０，００７号の米国特許法第１１９条（ｅ）項（１）に基
づく利益を主張する。本出願は、引用により本明細書に取り込まれている２００９年６月
６日に出願した、第１２／４７９，２００号に対する優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノファブリケーションは、１００ナノメートル程度またはそれ以下のフィーチャを有
する非常に小さな構造の製作を含む。ナノファブリケーションがかなりの量の影響を与え
ている一応用例は、集積回路の加工においてである。半導体加工産業では、基板上に形成
する単位面積当たりの回路を増加させつつより高い製造歩留りを目指して努力し続けてお
り、それゆえ、ナノファブリケーションは、重要性を増してきている。ナノファブリケー
ションは、形成する構造の最小フィーチャ寸法の継続的な縮小を可能にしつつより高いプ
ロセス制御を提供する。ナノファブリケーションが採用されてきている開発の別の領域は
、バイオテクノロジや、光工学や、機械システムや、その他を含む。
【０００３】
　今日使用されている例示的なナノファブリケーション技術は、インプリント・リソグラ
フィと一般的に呼ばれている。例示的なインプリント・リソグラフィ・プロセスは、引用
によりそのすべてが本明細書中に取り込まれている、米国特許出願公開第２００４／００
６５９７６号や、米国特許出願公開第２００４／００６５２５２号や、米国特許第６，９
３６，１９４号などの数多くの出版物に詳細に記載されている。
【０００４】
　上記の米国特許出願公開および米国特許のそれぞれに開示されているインプリント・リ
ソグラフィ技術は、（重合可能な）成形可能層中にレリーフ・パターンの形成およびレリ
ーフ・パターンに対応するパターンを下地基板へと転写することを含む。所望の位置決め
を実現してパターニング・プロセスを容易にするために、基板を移動ステージに結合する
ことができる。パターニング・プロセスは、基板から間を空けて置かれたテンプレートお
よびテンプレートと基板との間に付けられた成形可能液を使用する。成形可能液と接触し
ているテンプレートの表面の形状に従ったパターンを有する硬質層を形成させるために、
成形可能液を固化させる。固化後に、テンプレートおよび基板が間を空けるように、テン
プレートは、硬質層から離される。固化層中のパターンに対応するレリーフ像を基板へと
転写するために、基板および固化層は、次に、さらなるプロセスを受ける。
【０００５】
　インプリント・リソグラフィを使用する加工技術は、実質的に平坦な下地基板または（
１つまたは複数の）実質的に平坦な下地層の存在に依存することがある。例えば、層毎の
半導体デバイス製造中の製造の信頼性および容易性は、実質的に平坦な基板トポグラフィ
に依存することがある。
【０００６】
　半導体製造に関係して、２つのタイプのプロセスを広く説明するために、用語、平坦化
を使用することができ、すなわち、物質堆積プロセス後のウェーハ表面のトポグラフィ改
善（例えば、層間絶縁膜（ＩＬＤ）の平坦化）、または窪ませた領域中に物質を残すため
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の堆積した膜の除去（例えば、シャロー・トレンチ・アイソレーション（ＳＴＩ）、ダマ
シン・プロセス、など）、である。
【０００７】
　加熱およびリフロー技術や、スピン・オン・グラス（ＳＯＧ）プロセスなどを含む、様
々な平坦化方式が、開発されてきている。しかしながら、現在の方式によって得ることが
可能な平坦度の程度は、限られることがある。例えば、一般的に使用される平坦化技術の
うちの１つである、化学機械的製作（ＣＭＰ）は、物質のパターン密度に基づく物質除去
速度依存性が一般にある。高パターン密度を有する領域は、低パターン密度を有する領域
と比較してより多くの接触面積を有することがある。これは、より大きな圧力が低パター
ン密度領域において与えられるという結果になり、低密度領域内でより大きな物質除去速
度をもたらすことがある。低密度領域が、最初に平坦化され、次に、物質が一定速度で除
去されるにつれて、高密度領域が局所的に平坦になる。これは、高密度領域と低密度領域
との間でステップ状態を形成することになり、平坦化した膜内で広範囲の厚さばらつきを
もたらす。パターン密度のばらつきを低減させるために、ダミーで埋めることおよびパタ
ーン付きレジストなどの、予防技術を、使用することができるが、かかる技術は、平坦化
プロセスの複雑さを増大させる。
【０００８】
　ＣＭＰの代替である接触平坦化は、光硬化性物質でスピン・コートし残留溶媒を除去す
るためにプリベークした基板を準備する。超平坦表面をスピン・コートしたウェーハ上に
押し付けて、物質をリフローさせることができ、平坦化のために物質を均等に薄く広げる
ために、圧力を使用することができる。しかしながら、平坦化の品質は、パターン密度ば
らつきによって損なわれることがある。流体供給のために使用するスピン・コーティング
は、基板全体にわたって一様になるように一般に期待されている。それはそれとして、密
度がばらついている領域は、流体の同じ分布を一般に有するであろう。物質が超平坦表面
により押されるときには、物質は、高フィーチャ密度領域から低フィーチャ密度領域へと
流れる傾向がある。物質の高い粘性のためにおよび／または超平坦表面と基板との間に形
成される狭い流路に起因する物質の移動度のために、リフローが制限されることがある。
それに加えて、超平坦表面と基板との間の流体工学的な力が、流体膜中に引張応力を生じ
させることがある。超平坦表面が取り除かれると、この応力が解放され、表面平坦度の劣
化をもたらすことがある。
【０００９】
　その上、ＣＰは、一般に、フィーチャ密度の大きなばらつきに対応できない。例えば、
ダイ中に低パターン密度の大きな領域がある場合には、物質を、ボイド中を埋めるように
はリフローできないことがあり、そのためにグローバルな平坦度に悪影響を及ぼすことが
ある。それに加えて、ＣＰは、基板および／または超平坦表面の表面トポグラフィの違い
を一般に考慮しない。例えば、超平坦表面が基板に対して押し付けられるときに、それら
の間の物質の厚さのばらつきがありうる。物質の非常に厚い膜の使用は、流体の移動度を
向上させる、それにもかかわらず、引き続く物質除去プロセス（例えば、エッチング、ポ
リッシング、等）の不均一性が、厚い膜では支配的になることがあるので、基板に同じ平
坦度を転写することが困難なことがある。
【００１０】
　本発明をより詳細に理解できるように、本発明の実施形態の説明が、添付した図面に図
示した実施形態を参照して行われる。しかしながら、添付した図面が、本発明の典型的な
実施形態だけを図示し、それゆえ範囲を限定するようにはみなされないことに、留意され
たい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態によるリソグラフィ・システムの単純化した側面図である。
【図２】基板上に設置されたパターニングした層を有する図１に示した基板の単純化した
側面図である。
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【図３】下地基板に起因する複数膜層のトポグラフィ変化量の単純化した側面図である。
【図４Ａ】ローカル・トポグラフィ平坦度偏差の単純化した側面図である。
【図４Ｂ】グローバル・トポグラフィ平坦度偏差の単純化した側面図である。
【図５Ａ】適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用した、所望の形状特性を有す
る表面の形成過程の単純化した側面図である。
【図５Ｂ】適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用した、所望の形状特性を有す
る表面の形成過程の単純化した側面図である。
【図５Ｃ】適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用した、所望の形状特性を有す
る表面の形成過程の単純化した側面図である。
【図５Ｄ】適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用した、所望の形状特性を有す
る表面の形成過程の単純化した側面図である。
【図６】適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用した、所望の形状特性を有する
表面を形成する方法の一実施形態の流れ図である。
【図７】適応ナノトポグラフィ・スカルプティングにおいて使用するための滴下パターン
を生成するためのマッピング・プロセスの一実施形態の流れ図である。
【図８】基板の表面を事前ポリッシングする方法の一実施形態の流れ図である。
【図９】平坦でない所望の形状特性を有する表面の単純化した側面図である。
【図１０Ａ】平坦でない所望の形状特性を有する表面の形成過程の単純化した側面図であ
る。
【図１０Ｂ】平坦でない所望の形状特性を有する表面の形成過程の単純化した側面図であ
る。
【図１０Ｃ】平坦でない所望の形状特性を有する表面の形成過程の単純化した側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図、特に図１を参照すると、そこに図示したものは、基板１２上にレリーフ・パターン
を形成するために使用するリソグラフィ・システム１０である。基板１２を、基板チャッ
ク１４に結合することができる。図示したように、基板チャック１４は、真空チャックで
ある。しかしながら、基板チャック１４は、真空や、ピン・タイプや、溝タイプや、電磁
および／またはその他を含むが、これらに限定されない、任意のチャックであってもよい
。例示的なチャックが、引用により本明細書中に取り込まれている米国特許第６，８７３
，０８７号に記載されている。
【００１３】
　基板１２および基板チャック１４を、ステージ１６によってさらに支持することができ
る。ステージ１６は、ｘ軸、ｙ軸、およびｚ軸に沿った動きを与えることができる。ステ
ージ１６や、基板１２や、基板チャック１４を、やはり、基体（図示せず）上に設置する
ことができる。
【００１４】
　基板１２から間隔を空けて離れているものが、テンプレート１８である。テンプレート
１８は、基板１２に向けてそこから延びるメサ２０を含むことがあり、メサ２０は、パタ
ーニング表面２２をその上に有する。さらに、メサ２０を、母型２０と呼ぶことができる
。あるいは、テンプレート１８を、メサ２０なしで形成することができる。
【００１５】
　溶融石英、石英、シリコン、有機ポリマ、シロキサン・ポリマ、ホウケイ酸ガラス、フ
ロロカーボン・ポリマ、金属、硬化サファイア、および／またはその他、を含むが、これ
らに限定されない物質から、テンプレート１８および／または母型２０を形成することが
できる。図示したように、パターニング表面２２は、複数の間隔を空けて離れた凹部２４
および／または凸部２６によって規定されるフィーチャを含むが、本発明の実施形態は、
そのような構成に限定されない。パターニング表面２２は、基板１２上に形成されるべき
パターンの基本を形成する任意の原型パターンを定めることができる。



(6) JP 5349588 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

【００１６】
　テンプレート１８を、チャック２８に結合することができる。チャック２８を、真空や
、ピン・タイプや、溝タイプや、電磁および／または別の類似のチャック・タイプとして
構成することができるが、これらに限定されない。例示的なチャックが、引用により本明
細書中に取り込まれている米国特許第６，８７３，０８７号にさらに記載されている。さ
らに、チャック２８を、インプリント・ヘッド３０に結合することができ、その結果、チ
ャック２８および／またはインプリント・ヘッド３０を、テンプレート１８の動きを容易
にするように構成することができる。
【００１７】
　システム１０は、流体供給システム３２をさらに含むことができる。基板１２上に重合
可能物質３４を堆積させるために、流体供給システム３２を使用することができる。重合
可能物質３４を、滴下供給や、スピン・コーティングや、浸漬コーティングや、化学気相
堆積（ＣＶＤ）や、物理気相堆積（ＰＶＤ）や、薄膜堆積や、厚膜堆積、および／または
その他、などの技術を使用して基板１２上に設置することができる。設計考慮事項に応じ
て母型２０と基板１２との間の所望の体積を決める前におよび／または決めた後で、重合
可能物質３４を、基板１２上に配置することができる。重合可能物質３４は、引用により
そのすべてが本明細書中に取り込まれている、米国特許第７，１５７，０３６号および米
国特許出願公開第２００５／０１８７３３９号に記載されているようなモノマ混合物を含
むことができる。
【００１８】
　図１および図２を参照して、システム１０は、経路４２に沿ったエネルギー４０を管理
するように結合されたエネルギー供給源３８をさらに備えることができる。経路４２と重
ねてテンプレート１８および基板１２を設置するように、インプリント・ヘッド３０およ
びステージ１６を構成することができる。ステージ１６や、インプリント・ヘッド３０や
、流体供給システム３２、および／または供給源３８と通信するプロセッサ５４によって
、システム１０を調整することができ、メモリ５６中に記憶されたコンピュータ可読プロ
グラム上で動作させることができる。
【００１９】
　重合可能物質３４によって埋められる、母型２０と基板１２との間の所望の体積を決め
るために、インプリント・ヘッド３０かステージ１６のいずれか一方または両方は、母型
２０と基板１２との間の距離を変化させる。例えば、母型２０が重合可能物質３４に接触
するように、インプリント・ヘッド３０は、テンプレート１８に力を加えることができる
。所望の体積を重合可能物質３４で埋めた後で、供給源３８は、エネルギー４０、例えば
、広帯域の紫外線放射を生じさせ、基板１２の表面４４およびパターニング表面２２の形
状に従って重合可能物質３４を固化させおよび／またはクロス・リンクさせ、基板１２上
にパターニングした層４６を画定する。パターニングした層４６は、残存層４８および凸
部５０や凹部５２として示された複数のフィーチャを含むことができ、凸部５０が厚さｔ

1を有し、残存層が厚さｔ2を有する。
【００２０】
　上記のシステムおよびプロセスを、引用によりそれぞれが本明細書中に取り込まれてい
る、米国特許第６，９３２，９３４号や、米国特許出願公開第２００４／０１２４５６６
号や、米国特許出願公開第２００４／０１８８３８１号、および米国特許出願公開第２０
０４／０２１１７５４号中で引用したインプリント・リソグラフィ・プロセスおよびシス
テムにおいてさらに採用することができる。
【００２１】
　図３を参照して、物質堆積プロセスは、下地基板６２のトポグラフィと同じトポグラフ
ィを保存する物質の膜層６０を一般に生成する。図３に図示したように、膜層６０の数が
増加すると、フィーチャ６４のステップ高さｈFは、合成ステップ高さｈR1に増加し、次
に合成ステップ高さｈR2へとさらに増加することさえありうる。この増加が、トポグラフ
ィ変動を結果としてもたらすことがある。
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【００２２】
　大きなトポグラフィ変動は、製作プロセスを妨げることがありおよび／または信頼性問
題を引き起こすことがある。半導体加工では、例えば、大きなトポグラフィ変動を最小に
するために、ウェーハをポリシングして、表面平坦度を向上させる。ラフネスや、サイト
表面基準二次関数表面トポグラフィや、グローバル裏面基準指示値範囲（ＧＢＩＲ）は、
低空間波長や、中間空間波長や、長空間波長において表面トポグラフィを定量化するため
に使用する尺度である。９０ｎｍノードでの製造のために使用する典型的な３００ｍｍプ
ライム・グレード・ウェーハは、１ｎｍ未満のラフネス、ほぼ９０ｎｍのＳＦＱＲ、およ
び２ミクロンのＧＢＩＲを有する。比較すると、７５ｍｍプライム・グレード・ウェーハ
は、５ｎｍ未満のラフネス、１０００ｎｍのＳＦＱＲ、および１０ミクロンのＧＢＩＲを
有することがある。しかしながら、厳しい平坦度要求に対して供給するために、ウェーハ
は、一般にコストを増加させる複数回のポリシング・ステップを受けることがある。それ
に加えて、小さなサイズのウェーハ、および別の材料のウェーハは、一般に、厳しい平坦
度要求を満足させることは不可能であり、厳密な意味で、サブ・ミクロンのフィーチャを
有するデバイスを製造するために使用することは、一般に実用的ではない。
【００２３】
　図４Ａおよび図４Ｂは、半導体製造中に見られるローカル・トポグラフィ平坦度偏差６
６およびグローバル・トポグラフィ平坦度偏差６８を図示する。ローカル・トポグラフィ
平坦度偏差６６は、堆積した物質が下地フィーチャに従うので、下地表面変化量を反映す
るという結果をもたらすことがある。これらの偏差６６は、同じ程度の大きさ（例えば、
フィーチャ高さ）を有することがあり、および／または低空間波長を有することがある。
【００２４】
　図４Ｂに図示したように、グローバル・トポグラフィ平坦度偏差６８は、より大きな大
きさのものであり、ダイのサイズと同じ程度の空間波長を有することがある。グローバル
・トポグラフィ平坦度偏差６８を、下地パターン密度の大きな変化を有する領域を超えて
観測することができる。２６×３３ｍｍのサイズを有するパターニング・フィールドがパ
ターニングのために同時に露出される全フィールドを含むことができるが、目標とされる
パターニングした領域とは対照的に、ウェーハ全体の表面トポグラフィ（例えば、厚さば
らつき）に起因して、大きなトポグラフィ変動が存在することがある。この大きなトポグ
ラフィ変動は、ウェーハの直径と同程度でありうる。
【００２５】
　表面の高さばらつきを、空間波長領域において解析すると、３つの構成要素に分類する
ことができる、すなわち、公称形状（空間波長＞２０ｍｍでの高さばらつき）、ナノトポ
グラフィ（０．２～２０ｍｍの間の空間波長での高さばらつき）、および表面ラフネス（
空間波長＜０．２ｍｍでの高さばらつき）である。本明細書中で説明されるように、適応
ナノトポグラフィ・スカルプティングを、ナノトポグラフィを修正するために使用するこ
とができる。それに加えて、本明細書中で説明されるように、適応ナノトポグラフィ・ス
カルプティングを、ラフネスを修正するために使用することができる。例えば、適応ナノ
トポグラフィ・スカルプティングは、基板（例えば、ベア・シリコン・ウェーハ）の表面
ラフネスや、サブミクロン・フィーチャを有する基板や、その他を修正することができる
。適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを、表面の公称形状を修正せずにナノトポグ
ラフィおよび／またはラフネスを修正するために使用することができることに、留意すべ
きである。
【００２６】
　図５Ａ～図５Ｄを参照すると、ナノスカルプティングするためにおよびナノトポグラフ
ィ偏差（例えば、ローカル・トポグラフィ平坦度偏差および／またはグローバル・トポグ
ラフィ平坦度偏差）を適応的に最小にするために、適応ナノトポグラフィ・スカルプティ
ングを使用することができる。ナノスカルプティングを、第１の表面７４により始めるこ
とができ、堆積および適切な深さまでのエッチ・バックを使用することによって、（例え
ば、平坦な）所望の表面トポグラフィを有する第２の表面７６を生成することができる。
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【００２７】
　適応ナノトポグラフィ・スカルプティング・プロセスは、図１に示され本明細書中で説
明されるリソグラフィ・システム１０を使用して、表面７４上のばらつきのあるパターン
密度に適応することができる。図５Ｂを参照すると、重合可能物質３４を、膜層６０ａ（
例えば、ＳｉＯ2）の第１の表面７４上に堆積させることができる。可変量の重合可能物
質３４を第１の表面７４上の特定の場所に置くことができるように、本明細書中で説明し
たような滴下供給を使用して、重合可能物質３４を第１の表面７４上に置くことができる
。
【００２８】
　一般に、テンプレート１８と第１の表面７４との間の距離を、所望の体積を決めるよう
に変えることができ、それらの間を重合可能物質３４によって埋めることができる。テン
プレート１８は、実質的に平坦なパターニング表面２２を有する母型２０を含むことがで
きる。テンプレート１８が重合可能物質３４に接触し、重合可能物質３４が実質的に連続
した膜を形成し、所望の体積を実質的に埋めるように、力がテンプレート１８に加えられ
る。さらに、薄膜を形成するために、重合可能物質３４を広げることを毛管力によって制
御することができる。所望の体積が重合可能物質３４により埋められた後で、表面７８を
有し厚さｔ3により決められるパターニングした層４６ａを画定させるために、重合可能
物質３４を固化させることができる。パターニングした層４６ａの表面を転写して所望の
表面トポグラフィを有する第２の表面７６を生成するために、除去プロセス（例えば、エ
ッチング、ポリシング、ＣＭＰ、など）を次に使用することができる。
【００２９】
　第１の表面７４上への物質（例えば、重合可能物質３４）の堆積は、第２の表面７６に
関する所望の表面トポグラフィを実現させることができる。それに加えて、物質の堆積は
、プロセスにおける様々な寄生効果（例えば、パターン密度ばらつき、広い範囲のウェー
ハ・トポグラフィ、エッチングの不均一性、ポリシングの不均一性、ＣＭＰの不均一性、
不均一な物質の除去速度、体積収縮、蒸発、などを含むが、これらの限定されない、所望
の表面トポグラフィの程度を低下させる効果）を補正することができる。
【００３０】
　一般に、除去（例えば、エッチング）中に、第２の表面７６に関する所望の表面トポグ
ラフィを実現させることができるように、堆積は、第１の表面７４上の選択領域に適正な
体積を形成させるように重合可能物質３４を分布させる。それはそれとして、所望の形状
特性（例えば、実質的に同等な、基板６２ａの表面７２のトポグラフィや、平坦度や、奇
抜な形状、および／または別の所望の形状特性）を有する第２の表面７６を生成するため
に、堆積は、第１の表面７４上や、下地層上、および／またはその他の上のばらつきのあ
るパターン密度に対して適応することができる。本明細書中にさらに詳細に述べられるよ
うに、堆積は、第１の表面７４のトポグラフィに基づいて重合可能物質３４を分布させる
。例えば、パターン密度ばらつきを補正するために、重合可能物質３４の増加させた滴下
体積または増加させた滴下量を、第１の表面７４の低密度領域に供給することができる。
このパターン密度ばらつきは、下地層６２ａおよび／またはフィーチャ６４ａのばらつき
のあるパターン密度によりもたらされることがある。
【００３１】
　図６を参照すると、適応ナノトポグラフィ・スカルプティングは、（ａ）第１の表面７
４のトポグラフィ、（ｂ）第２の表面７６を生成するために必要なパラメータ、および（
ｃ）第１の表面７４上に重合可能物質３４を堆積させるための供給パターンを決めるため
の空間分布パラメータを使用することができる。ステップ１００では、初期トポグラフィ
・マップ８０を第１の表面７４に対して生成することができる。ステップ１０２では、所
望の表面トポグラフィ有する第２の表面７６を形成するためのパラメータを、決定するこ
とができる（例えば、平坦化長、厚さ、所望の最終トポグラフィ）。ステップ１０４では
、初期トポグラフィ・マップ８０および第２の表面７６のパラメータに基づいて、重合可
能物質３４に対する滴下パターン８６を生成することができる。ステップ１０６では、重
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合可能物質３４の液滴を、滴下パターン８６に基づいて供給することができる。ステップ
１０８では、テンプレート１８を重合可能物質３４に接触させることができる。ステップ
１１０では、パターニングした層４６ａを形成するため、重合可能物質３４を固化させる
ことができる。ステップ１１２では、所望の表面トポグラフィを有する第２の表面７６を
形成するために、パターニングした層４６ａの一部を除去することができる。
【００３２】
　図７を参照すると、トポグラフィ・マップ８０を、表面スキャニング・システムを使用
して生成することができる。例えば、Ｚｙｇｏviii表面スキャニング・システムを、２５
０×２５０μｍのサンプリング格子で使用することができる。第１の表面７４に対して生
成したトポグラフィ・マップ８０と第２の表面７６に関する所望のトポグラフィとの間の
差異は、補正マップ８２に与えられるような各場所に対する高さ補正を与えることができ
る。フィーチャ密度マップ８４を生成するために、この情報をさらに変換することができ
る。フィーチャ密度マップ８４は、滴下パターン８６を結果としてもたらす各場所に対し
て必要な重合可能物質３４の密度を与えることができる。
【００３３】
　図５Ａ～図５Ｄを参照すると、重合可能物質３４の空間分布の制御を行うために、パタ
ーニングした層４６ａの厚さｔ3や、重合可能物質３４の粘性や、重合可能物質３４の供
給とエネルギーへの重合可能物質３４の露出との間の時間間隔や、テンプレート１８の剛
性、および／またはその他を含むがこれらに限定されない、複数のパラメータを決定する
ことができるおよび／またはバランスさせることができる。
【００３４】
　重合可能物質３４の空間分布を、供給する重合可能物質３４の体積の空間分布に関連付
けることができる。例えば、重合可能物質３４の液滴が供給された場所にまだ実質的に留
まる（例えば、表面７４上の横方向の移動を最小にする）ように連続する膜を形成するた
めに、重合可能物質３４を液滴の形で供給することができる。約２０ｎｍから２５０ｎｍ
の厚さｔ3を形成するために、この関連付けを実行することができる。それに加えて、重
合可能物質３４の粘性（例えば、３センチポアズから１００センチポアズ）が、重合可能
物質３４の横方向の自由な流れに対する抵抗を与えることがある。
【００３５】
　空間分布を、やはり、重合可能物質３４の供給とエネルギーへの重合可能物質３４の露
出（例えば、紫外線照射）との間の時間間隔と関連付けることができる。例えば、重合可
能物質３４の供給とエネルギーへの重合可能物質３４の露出との間の妥当な時間は、重合
可能物質３４の液滴からの連続する膜の形成を可能にするように十分に長い時間であるが
、顕著な横方向の流体の流れを低減させるように十分に短い時間であってもよい。妥当な
時間間隔は、数秒から数分の間でありうる。
【００３６】
　テンプレート１８の剛性（例えば、厚さおよび／または材料特性）を、やはり、重合可
能物質３４の空間分布と関連付けることができる。例えば、剛性は、連続した膜の形成を
行うために重合可能物質３４の個々の液滴の変形を最小にするように十分に高く、さらに
、重合可能物質３４の分布と膜層６０ａの表面７４の低空間周波数形状とを容易に一致さ
せるように十分に低くするべきである。妥当な剛性は、０．２５ｍｍから２ｍｍの間であ
りうる。
【００３７】
　適応ナノトポグラフィ・スカルプティングは、やはり、様々な寄生効果を補正すること
ができる１１２。寄生効果は、第２の表面７６の結果としての形状に悪影響を及ぼすこと
があり、パターン密度ばらつきや、広い範囲のウェーハ・トポグラフィや、エッチングの
不均一性や、ポリシングの不均一性や、物質の除去速度や、体積収縮や、蒸発や、その他
を含むことができるが、これらに限定されない。例えば、第１の表面７４の全体にわたっ
て重合可能物質３４の量を変えることによりパターン密度ばらつきを補正するために、（
図７に示した）滴下パターン８６を決定することができる。重合可能物質３４の量のこの
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変動は、事前に存在するパターン密度ばらつきおよび／または推定したパターン密度ばら
つきに基づくことがある。
【００３８】
　それに加えて、パターニングした層４６ａの所望の形状を形成するために、第１の表面
７４上に供給する重合可能物質３４の量を決定することができる。パターニングした層４
６ａの所望の形状を形成するために量を調整することで、第２の表面７６に関する表面ト
ポグラフィのナノスカルプティングをさらに行うことができる。
【００３９】
　適応ナノトポグラフィ・スカルプティングは、また、エッチングの不均一性の寄生効果
を補正することができる。一般に、物質が第２の表面７６の所望の形状を形成するのと同
じ速度で、重合可能物質３４を除去することができる。しかしながら、これらのプロセス
は、特定の除去プロセスの特性および／または装置の特性（すなわち、エッチ・シグネチ
ャ）に基づく不均一な除去速度を有することがある。不均一な除去が、第２の表面７６の
所望の形状特性（例えば、表面平坦度）の劣化の一因になることがある。個々のプロセス
および／または装置に関するエッチング・シグネチャを、複数回の試行により決定するこ
とができる。一旦、エッチング・シグネチャが決定されると、重合可能物質３４の量を、
エッチング・シグネチャに基づき調整することができる。例えば、相対的に高いエッチ速
度を有する領域を補正するために、（図７に示した）滴下パターン８６を、エッチング・
シグネチャに基づき調整することができる。
【００４０】
　所望の特性（例えば、平坦度）を有する第２の表面７６を形成するために、重合可能物
質３４の体積収縮もまた、適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用することによ
って補正することができる。上記に詳細に説明したように、重合可能物質３４は、エネル
ギーへの露出により固化する。この固化プロセスは、重合可能物質３４の体積の収縮を伴
うことがある。例えば、収縮は、重合可能物質３４の組成に応じて約５～２５％でありう
る。収縮が、局所的な体積に依存することがあり、それは第１の表面７４全体にわたって
変化することがあり、また、収縮が、固化した重合可能物質３４中に応力を生じさせるこ
ともある。滴下パターン８６内の重合可能物質３４の分布を変えることによって、この収
縮効果を補正することができる。それに加えて、またはその代わりに、テンプレート１８
の除去および／または変形によって、応力を解放させることができる。
【００４１】
　蒸発は、適応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用することによって補正するこ
とができるもう１つの寄生効果である。重合可能物質３４の蒸発速度は、組成に応じて早
いことがある。例えば、まだインプリンティングの前に、重合可能物質３４の堆積に引き
続く蒸発のために、重合可能物質３４の損失がありうる。蒸発は、一般に第１の表面７４
の端部近くでより大きくなることがある。
【００４２】
　所望の特性（例えば、平坦度）を有する第２の表面７６を形成するために、蒸発に起因
して予想される体積損失を、やはり、決定することができ、滴下パターン８６において補
正することができる。例えば、湿度や、温度や、微粒子の蓄積や、その他を制御するため
に保たれる空気の流れが、不均一な蒸発の一因になることがある。この空気の流れは、系
統立った不均一な蒸発を結果としてもたらすことがある。所望の形状特性（例えば、平坦
度）を有する第２の表面７６を形成するために、蒸発シグネチャを決定することができ、
滴下パターン８６を調整することによって補正することができる。
【００４３】
　適応ナノトポグラフィ・スカルプティングは、やはり、重合可能物質３４の変動を補正
することができる。例えば、第２の重合可能物質とは異なる第１の重合可能物質を用いて
、第１の重合可能物質および第２の重合可能物質を、第１の表面７４上に供給することが
できる。第１の重合可能物質は、第２の重合可能物質とは異なる除去速度（例えば、エッ
チ速度）を有することがある。それはそうとして、除去速度が異なる効果を最小にするた
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めに、堆積すべき第１の体積の第１の重合可能物質および堆積すべき第２の体積の第２の
重合可能物質を供給するように、滴下パターン８６を調整することができる。
【００４４】
　基板ポリシングや、事前にパターニングした基板のポリシングや、平坦でない表面のポ
リシングなどの応用および平坦でないナノトポグラフィ応用における物理的なポリシング
、ならびに下記にさらに説明されるような別のプロセスの代わりに、適応ナノトポグラフ
ィ・スカルプティングを使用することができる。例えば、ベア・シリコン基板の公称表面
の平坦化の際、などの基板ポリシングの代わりに、適応ナノトポグラフィ・スカルプティ
ングを使用することができる。除去ステップでは、適応ナノトポグラフィ・スカルプティ
ングを使用してエッチングされるべき物質は、シリコン、ＳｉＯ2、ＧａＡｓ、ＩｎＰ、
サファイア、および／またはその他を含むが、これらに限定されないバルク基板物質であ
りうる。
【００４５】
　図８は、例えば、平坦化した表面を形成するためのパターニングした層の応用例におけ
るような、事前にパターニングした基板のポリシングの代わりに、適応ナノトポグラフィ
・スカルプティングを使用する方法１２０を図示する。一般に、パターン・レイアウトに
基づきパターニングしたフィーチャの追加補正を作り出すために、滴下パターン８６を調
整することができる。例えば、第１の表面７４上に重合可能物質３４を供給することは、
事前に存在するパターンからの体積変動を含むことができる。
【００４６】
　ステップ１２２では、表面のナノトポグラフィをマッピングすることができる。例えば
、第１の表面７４のナノトポグラフィを、Ｚｙｇｏ計器か、プロファイラまたはその他を
使用してマッピングすることができる。ステップ１２４では、滴下パターン８６を生成す
るために、第１の表面７４と所望の最終ナノトポグラフィ（例えば、第２の表面７６）と
の間の差異を決定することができる。ステップ１２６では、滴下パターン８６を調整する
ために、寄生効果を決定することができる。ステップ１２８では、第１の表面７４上に重
合可能物質３４を堆積させて所望の形状特性を有する第２の表面７６を形成するために、
滴下パターン８６を使用することができる。ステップ１３０では、テンプレート１７を重
合可能物質３４と接触させるように設置することができる。ステップ１３２では、重合可
能物質３４を、インプリント・リソグラフィ・テンプレート１８を使用して固化させるこ
とができる。ステップ１３４では、所望の形状特性を有する第２の表面７６を形成するた
めに、固化させた重合可能物質をエッチングすることができる。
【００４７】
　パターニングした基板の応用例では、エッチング可能な物質（例えば、ＳｉＯ2）中の
パターンの存在が、所望の形状特性を転写して第２の表面７６を形成するために、１：１
エッチ・バック・ステップを可能にすることがある。パターンが容易にはエッチングでき
ない物質（例えば、銅）中に存在する場合には、エッチングに加えてまたはその代わりに
、第２の表面７６の所望の形状特性を形成するために、適応ナノトポグラフィ・スカルプ
ティングを、別の物質除去プロセス（例えば、化学機械ポリシング）とともにさらに使用
することができる。
【００４８】
　図９を参照すると、第２の表面７６の平坦でない所望の形状特性を作り出すために、適
応ナノトポグラフィ・スカルプティングを使用することができる。例えば、第２の表面７
６は、凹型形状か、凸型形状か、球面形状か、非球面形状か、連続する周期的形状か、ま
たはいずれか別の奇抜な形状を有することがある。一般に、（図７に図示したような）滴
下パターン８６を決定する際の追加の修正（例えば、アルゴリズムの調整）は、第２の表
面７６の変形例を与えることができる。例えば、図９に図示したような第２の表面７６は
、ｈが１０ｎｍから１０ミクロンの範囲になり、ｗが１ｍｍから１０００ｍｍの範囲にな
ることがある、大きな曲率半径を有する球面状の凸型形状を有することができる。
【００４９】



(12) JP 5349588 B2 2013.11.20

10

20

30

40

　適応ナノトポグラフィ・スカルプティングは、また、任意の自由に作った表面（すなわ
ち、平坦でない表面）のナノトポグラフィを扱うことができる。例えば、公称形状（すな
わち、空間波長＞２０ｍｍにおける高さばらつき）が、バルク製造プロセス（例えば、鋳
造、機械加工、グラインディング、およびその他）によって悪影響を受けることがあるが
、一般にポリシング中には悪影響を受けない。ポリシング・プロセスは、公称形状に適応
させる能力を有することができる。従来のポリシング・プロセスは、一般に公称形状には
悪影響を及ぼさないが、パターン密度ばらつきのためにナノトポグラフィに悪影響を及ぼ
すことがある。やはり、従来型のポリシング機器は、基板の公称形状の変更に適応させる
ために、機械設計に大きな変更を必要とすることがある（例えば、平坦な表面のＣＭＰ用
の機械設計は、球面状表面のＣＭＰ用の機械とは全く異なることがある）。それはそうと
して、従来型のポリシング機器は、球面形状／非球面形状／対称的な形状を扱えるだけの
ことがある。しかしながら、適応ナノトポグラフィ・スカルプティングは、例えば、図１
０Ａ～図１０Ｃに図示した自由に作った表面（例えば、第１の表面７４）などの自由に作
った表面のナノトポグラフィの修正を扱うことができる。これらの図に図示したように、
第１の表面７４と比較して第２の表面７６のナノトポグラフィの修正を実現するために、
自由に作った第１の表面７４の相補的な形状を有するインプリント・リソグラフィ・テン
プレート１８ａを使用することができる。
【００５０】
　球面レンズ／非球面レンズの適応ナノトポグラフィ・スカルプティングでは、レンズ・
ダブレットを精密に作ることができる。例えば、レンズ・ダブレットを約５００ミクロン
厚まで精密に作ることができる。この物質の球面状部品および／または柔軟な部品を、イ
ンプリント・リソグラフィ・テンプレート１８ａとして使用することができる。別の自由
に作った形状に関して、ＰＤＭＳテンプレートを、所望の相補的な形状の鋳型成形を使用
して作ることができる。
【００５１】
　相補的な形状のテンプレート１８ａ（例えば、テンプレート１８）に加えて、またはそ
の代わりに、テンプレート１８ａの公称形状の半径を制御するために、加圧中空チャック
を使用することができる。例えば、チャックおよび／またはテンプレート１８ａの幾何学
形状の設計によって規定されるような特定の公称形状を有する球面状表面／非球面状表面
のポリシングの際に、このプロセスを使用することができる。
【００５２】
　あるいは、テンプレート１８ａを、非脆性材料からなる最小厚を有するように設計する
ことができる。追加強度を与えるために、テンプレート１８を厚い溶融石英フレームに選
択肢として貼り付けることができる。一般に、溶融石英フレームは、チャックとテンプレ
ート１８との間にアダプタを形成することができる。
【符号の説明】
【００５３】
１８　テンプレート；　４６ａ　パターニングした層；　６０ａ　膜層；　
６２ａ　基板；　６４ａ　フィーチャ；　７２　表面；　７４　第１の表面；　
７６　第２の表面。
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